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鴬力寛雀

環境省＞法令･告示･通達＞工業用水法の施行について

【工業用水法の施行について】

公布曰:昭和46年７月１９日

環水企8.46企局891

(各都道府県知事あて環境庁水質保全局長･通商産業省企業局長通達）
工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)および工業用水法の－部を改正する

法律(昭和三七年法律第九九号)の一部が､環境庁設置法(昭和四六年法律第八八号）

によって改正されたことにより、左記の－の事務は､昭和四六年七月一日から都道府県
知事が施行することとなったので､左記の二および三に十分留意のうえ､その施行に遺

漏なきようご配慮願いたい。

記

一都道府県知事に移管された施行事務

（１）工業用水法(以下｢法｣という｡)第三条第一項の許可
（２）法第六条第三項の届出書の受理

（３）法第七条第一項の許可

（４）法第九条､第十条第三項および第十一条の規定により届出の受理
（５）法第十三条第および第十四条の規定による命令

（６）法第二十二条の規定による土地の立入

（７）法第二十四条の規定による報告の受理

（８）法第二＋五条第一項の規定による立入検査

（９）法第二十六条第一項の聴聞

二解釈および運用について

（１）揚水機の吐出ロの断面積

揚水機の吐出ロの断面積は､揚水機本体の水が最後に通る部分の内径で計るも

のとするが､揚水機の馬力の大きさ等と吐出ロの断面積とは､技術的にみて､均衡的に
作られているものであるから､吐出ロに改造をほどこしたものについては､その揚水機
の馬力等と均衡のとれた状態の吐出ロの断面積に復原して測定することを原則とする。

したがって､従来使用していた技術上の基準に適合した井戸(以下｢適合井戸｣とい
う｡)以外の井戸の揚水機を改造して適合井戸または法の対象外の井戸に改造しようと
する場合には､揚水機の吐出ロの断面積を縮小するとともに､揚水機の能力が実質的
に低下するように､揚水機から地表面までのパイプ(ボアホール型揚水機においては､シ
ャフトの入っているパイプ)の通水可能部分の断面積の揚水機の吐出ロの断面積以下

のものにしなければならない｡単に揚水機の吐出ロあるいはそれに直結するパイプの
一部分の断面積を縮小しても､その部分をもって､吐出ロの断面積とは認めることはで
きない．

また､適合井戸または法対象外の井戸の揚水機が一般に入手困難の場合で､新し
い揚水機を適合井戸または法対象外の井戸の揚水機となるよう改造して使用する場合
には､適合井戸または法対象外の井戸の揚水機に近い馬力､能力等を有する揚水機に

ついて､右記の従来使用していた揚水機を改造する場合に準じた改造を行なわなけれ
ばならない。

（２）法第二条第二項の｢工業」
？工業を兼業するサービス業の取扱い

その事業所が主としてサービス業を行なっている場合であっても、同一事業所の
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一部において物品の製造､加工または修理を目的とする業務を､継続的に業として行な
っている場合であって､当該事業所の用水を､サービス業に関する部分と､製造業に関
する部分とを分割して取り扱うことが困難な場合には､当該事業所全体を製造業の事業
所と認めるものとする。

？石油類､都市ガス等の貯蔵所等の取扱い
工業を業とする事業者の貯蔵施設および受配電施設等(ただし､ガソリンスタンド

等の小売のための施設を除く｡)は､工業の事業所の一部とみなすものとする。
？教育､研究機関等の取扱い
不特定の者のための教育､研究､訓練を主たる目的とする独立の人格を有する

機関は､教育､研究等の活動の結果できた物品の一部または全部を販売している場合
も､工業の事業所とは認められない｡例えば､学校法人､社･財団法人の研究所､刑務
所等は工業の事業所ではない。

ただし､工業を業とする企業の有する研究所､試験所､訓練所等および主として
特定の工業を業とする企業のための研究所､試験所､訓練所等は､工業の事業所とみ

なすものとする。

（３）法第三条第一項の許可

？「工業の用に供しようとする｣の意味

「井戸により地下水を採取して､これをエ業の用に供しようとする｣とは､工業用の
井戸の新設の場合､工業用以外の井戸を工業用に転換する場合等､井戸により採取す
る地下水を新たに工業の用に供する場合をいう。

また､臨時に設置した井戸であっても､工業の用に供する井戸は､法第三条第一
項の許可を要する。

？「工業の用｣の意味

「工業の用｣とは､工業の生産の工程､原材料および製品の保存のためのみでな
く､事業所の環境整備等のために利用される場合をも含むものとする｡例えば､工場内
の防塵または植樹､植草用の用水および工場事務所内での雑用水等も､工業の用に供
されている用水である。

？井戸構造等の変更による第三条第一項の｢許可｣の効力の失効
法第六条第二項､第五項および工業用水法の－部を改正する法律(昭和三十七

年法律第九十九号)附則第二項､第四項によって､法第三条第一項の許可を受けたも
のとみなされた井戸は､そのストレーナーの位置およびその揚水機の吐出ロの断面積
により許可を受けたとみなされたものであるから､ストレーナーの位置または揚水機の
吐出ロの断面積を変更した場合には､ストレーナーの位置をより深くし､または吐出ロ
の断面積をより小さくする場合でも､その許可は消滅する｡したがって､これらの井戸に
ついてストレーナーの位置､揚水機または揚水機の吐出ロの断面積を変更する場合に
は､新たに法第三条第一項に基づく許可を受けなければならない。
？新設井戸にかかわる第三条第一項の｢許可｣のための井戸構造の確認
（イ）井戸の新設の場合

法指定地域内において､工業用として新たに設置する井戸に対しては、当該井
戸のストレーナーの位置等については､その埋設の現場において､揚水機の吐出ロの
断面積等についてはその設置の現場において確認しなければ､法第三条第一項の許
可をしてはならない。

したがって､法指定地域内において､工業用として新たに井戸を設置しようとす
る者に対しては､当該井戸のストレーナーの設置､揚水機の吐出ロの断面積等が確認
できる段階で､事前に必ず管轄都道府県知事に通知し､担当職員の確認を求めるよう
指導するものとする。

（ロ）既存の工業用以外の井戸の転用の場合

法指定地域内において､工業用以外の既存の井戸を工業用に転用しようとする
者に対しては､その井戸の構造、当該地点における地下水の水源の状況等を説明する
書類､設置後の当該井戸の使用状況等を示す書類等を検討し､かつ､揚水機の構造、
大きさ等につき現場において確認した後でなければ､第三条第一項の許可をしてはなら
ない。

（４）法第三条第一項のストレーナーの位置
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ストレーナーの位置とは､その井戸の有するストレーナーの地表面からの深さで表
わすものとする｡ストレーナーの深さは､通常の土地使用の状態における地表面を基準
として測定するものとする｡特に人工的に井戸の周囲のみを±盛､かさ上げを行なった
場合にはその位置をもって地表面と認めることはできない｡また､ストレーナーを二ケ所
以上に設けている井戸については､その最上端のストレーナーをもってその井戸のスト
レーナーの位置とする。

（５）法第五条第二項による｢例外許可」
法第五条第二項の規定によってする法第三条第一項の許可(以下｢例外許可｣とい

う｡)は､法第五条第一項の規定の例外的措置として設けられているものであるので､地
盤沈下防止の重要性にかんがみ､本項の適用による｢例外許可｣の範囲は最小限にと
どめることを基本とする。

？この主旨に基づき､例外許可の申請に係る井戸により地下水を採取することが、

その指定地域における地下水の水源の保全に著しい支障を及ぼすおそれがない場合
であって､次のイからチのいずれかに該当する場合にのみ､期間を定めて例外許可を
行なうことができるものとする｡ただし､期間については事情の変更がない場合には更
新することができるものとする。

イ保安用水のため井戸を使用する場合
次の各号に掲げる事業所または装置に必要な井戸を､不測の事故等により､工

業用水道が長時間断水した場合に限り､工場の保安用として使用する場合
（イ）事業用火力発電所.事業用変電所または都市ガス供給所等当該事業所の

運転停止により､社会一般に極めて大きい影響を及ぼす事業所
（ロ）鉄鋼業の製鉄所､化学工業の重合装置またはガラス製造業のガラス溶解炉

等の運転停止により公共危険を発生せしめるおそれのある装置および重大な破損を生

ずるおそれのある装置
ロ既存井戸を暫定的に継続使用する場合

工場の移転または廃止により､工業用井戸が廃止されることが確実な場合にお

いて､既に当該移転または廃止の具体的工事に着手しており、一年以内に限り当該既
存井戸の使用を継続する場合

ハ新設井戸を暫定的に使用する場合

次の(ｲ)または(ロ)に該当する場合において､法第五条第一項に規定する通商

産業省令で定める技術上の基準(以下｢技術上の基準｣という｡)に適合する井戸により
地下水を採取して工業用水として使用したのでは、当該工場の運営が著しく困難となる

と認められる場合であり､かつ、当該地域についての法第六条第二項もしくは第五項ま

たは工業用水法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第九十九号､以下｢改正法」
という｡)附則第四項に基づく通商産業省令で定める曰から起算して－年以内に限1J使
用する場合

（イ）地域指定もしくは技術上の基準の改正または改正法の施行の際､使用中で
あった井戸(技術上の基準に適合しないものに限る｡)が使用不可能となった場合

（ロ）地域指定または技術上の基準の改正の際､技術上の基準に適合しない井
戸により地下水を取水して工業の用に供する計画で､既に工場の新設､増設または改
造の具体的な工事に着手していた場合

二その他の場合

当該地域に供給される工業用水の水質等および当該地域における水道水の供

給状況からみて､次の(イ)または(ロ)に該当することにより、当該工場における地下水以
外の水源への転換が著しく困難である場合

（イ）食品製造業等において衛生上の観点から工業用水道水を使用することがで
きず､かつ､上水道の供給を受けることが困難である場合

（ロ）当該工場の事業に係る技術上の理由から､地下水以外の工業用水を使用
することが著しく困難である場合

？？に基づき例外許可を行なう場合には､法第八条第一項の規定により、次の条件
を附するものとする。

イ許可の期限

ロ例外許可を受けた井戸について､井戸ごとに量水器を設置すること。
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ハ月ごとのくみ上げ量および地下水位等を記録し､その結果を毎年一回以上都
道府県知事に報告すること。

二当該工場に対して併給される工業用水道水の水質が改善され､もしくは当該工
場への上水道の供給事情が改善されたことにより地下水に代わる工業用水源の確保
が可能となった場合または当該地域における地盤沈下もしくは地下水の水源の状況か
らみて､工業用地下水のくみ上げの規制を強化する必要が認められた場合には許可を
取り消すことがあるべきこと。

？なお､例外許可を行なった場合においても、当該例外許可を受けた者が､地下水
揚水量の節減に努めるとともに､可能な限りすみやかに地下水以外の水源へ転換する
よう指導するものとする。
（６）法第六条の経過措置

第六条による経過措置の適用を受ける井戸は､地域指定の政令が施行された曰
現在において､｢地下水を採取してこれを工業の用に供している｣ものに限る｡したがっ
て､すでに工業用に使用を開始しており､政令施行の曰現在において一時的に停止して
いたものは含まれるが､指定の曰現在において堀さく中のもの､使用開始前のもの、工
業用以外の用途に使用されていたものは含まれない｡これらを使用しようとする場合
は､いずれも例外許可を受ける必要がある。
（７）法第七条の変更の許可

法第七条第一項の変更の許可は､法第三条第一項の規定により許可を受けた井
戸のストレーナーの位置をより浅くし､または揚水機の吐出ロの断面積をより大きくする
場合にのみ適用するものである｡技術上の基準に適合しない井戸の変更については適
用されない。

なお､適合井戸のストレーナーの位置を基準に適合する範囲でストレーナーの位置
をより深くしたり､揚水機の吐出ロの断面積をより小さくしたりする場合等､許可を要しな
い変更の場合についても､前記(3)の?の例にならって井戸の構造等が確認できる段階
で､事前に必ず都道府県に通知し､担当職員の確認を求めるよう井戸の使用者を指導
するものとする。

（８）法第十一条の廃止

？法第十一条第一項に該当する場合には､廃止後再び工業の用に供するおそれの
ないよう次の方法により措置すること。

イ当該井戸により地下水を採取することを廃止した場合においては､井戸の埋戻

しまたは当該井戸に係る揚水機用動力線の切断撤廃もしくは当該井戸に係る配水管の

－メートル以上の間隔にわたる切断撤去

ロ当該井戸により採取する地下水を工業の用に供することを廃止し､他の用途に
使用することとする場合においては、当該井戸に係る工業用配水管の－メートル以上の
間隔にわたる切断撤去
？第二号に該当する場合には､前記(3)の?の例にならって措置するものとし､事前

に改造を行なう旨を都道府県知事に通知するとともに､井戸の改造の方法等を確認でき
る段階でその改造について担当職員の確認を求めるよう井戸の使用者を指導するもの
とする。

（９）その他

以上のほか､法の運用にあたっては適宜国の指示を受ける等により､遺漏なきを
期するものとする。

三事務の取扱いについて
（１）法第三条第一項の許可

？申請に係る井戸が､技術上の基準に適合していると認めるときは､すみやかに許

可の決定を行ない、申請者に対し､様式一による通知書を交付するとともに､様式二に

よる総括表を作成し記入すること。

許可番号は､年号の次に弁の字､その次に指定地域を代表する一宇を用い､次
の例によること。

３２井川第１号(川崎市）

３２井四第１号(四日市市）

３２井尼第１号(尼崎市）
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？法第五条第二項の規定を適用しようとするときは､当該地域の地盤沈下の状況、
安全揚水量等を勘案し､前記二､(5)に基づいての方針を決定したうえ､これに基づき、
許可または不許可の決定を行ない､ただちに、申請者に対し､様式一による許可薑を交
付し､または不許可の通知を発するとともに､様式三による総括表を作成し記入するこ
と。

許可番号は?の例によること。

（２）法第六条第三項の届出薑の受理
届出書を受理したときは､届出者に対し､すみやかに様式四による受理通知書を

交付するとともに､様式五による総括表を作成し記入すること。
届出番号は､井の字の次に指定地域を代表する一宇を用い､次の例によること。
井川第1号

井四第１号

井尼第１号

（３）法第七条第一項の許可

(1)の例によること。

（４）法第九条､第十条第三項および第十一条の規定による届出の受理届出を受理し

たときは､それぞれ様式六､様式七および様式八による総括表を作成し記入すること。
（５）法第二十四条の規定による報告の受理

報告書を受理したときは､様式九および様式十による総括表を作成し記入するこ
と。

（６）井戸台帳の作成

許可井戸に関し､様式十一による井戸台帳を作成し､許可または届出番号､使用
者の氏名または名称､住所を記入するとともに､その後の井戸の構造等の変更を記録

しておくこと。

（７）法第二十五条の二の国等の援助

許可井戸に代えて工業用水道等を利用するための施設の設置または改善につい
ては､別添のような助成措置がとられている｡各都道府県においては､これら助成措置
の周知徹底を図るとともに､各般の助成措置を講ずるよう努め､地下水からの円滑な水
源転換を促進するものとすること。
（８）報告等

右記(1)､(2)､(3)､(4)および(5)に基づき､様式二､三､五､六､七､八､九および十に
より作成した総括表は､その写し三部を毎年五月十五日までに一括して通商産業局に
送付すること。

なお､このほか､国における法の施行に必要な資料等については､国の求めに応じ
適宜提出するものとすること。

別表

工業用水道､上水道への転換設備に対する助成措置の概要
一資金の融資斡旋および貸付け

（１）日本開発銀行資金による融資の斡旋
？対象企業

工業用水法第三条第一項の規定により指定された地域内で､工業用井戸を使用
している企業とする｡ただし中小企業近代化資金助成法および中小企業金融公庫法に
基づく助成措置の対象となる中小企業者を除くものとする．
？対象設備

工業用井戸水から工業用水道水または水道水へ転換するに伴ない､設置するこ
とが必要となる設備であって､次に掲げるものに該当するものとする。

給水管

受(着)水槽

貯水槽

冷却塔

冷凍機

http://www・env,gojp/hourei/syousaiphp?id=9000004 2007/１２/1８ 



6/９ページ法令･告示･通達＞工業用水法の施行について

冷水池

ポンプ

ろ過設備

沈澱設備

？貸付条件

イ貸付率･･総工事額の五○％以内

ロ貸付額．｡原則として－件当たり－，○○○万円以上
ハ金利･･当初三年間七・○％､四年目以降年七・五％

（２）中小企業近代化資金助成法に基づく設備近代化資金の貸付
？貸付対象企業･･中小企業近代化資金助成法第二条に規定する中小企業者であ

って､工業用水源を工業用水法第三条第一項の許可を受けた井戸から工業用水道水
または水道水へ転換するもの。

？貸付条件

イ貸付率:設置に要する金額の二分の一

ロ貸付金額等

・貸付金額

一企業当たり一○万円以上五○○万円以下

・返還期間

一年据置四年均等年賦または半年賦償還

・利率:無利子

・保証人または担保

次の保証人または担保のいづれかを必要とする。
（(イ)）保証人:借主と連帯して債務を負担する保証人(通常二名以上）

（(ロ)）担保:物的担保(抵当権､質権､譲渡担保）
（３）中小企業金融公庫

？貸付対象企業

中小企業金融公庫法第二条に規定する中小企業者であって､工業用水源を工

業用水法第三条第一項の許可を受けた井戸から工業用水道水または､水道水へ転換
するもの。

http://www､env・goJp/hourei/syousai・php?id=9000004 2007/12/1８ 

設Ｉ巖名 要件

(工業用水道等への転
換設備）

受(着)水槽 エ業用水道と工場内配管系統の間に設ける受(着)水槽に限
Ｕ、木製のものを除く。

貯水槽 工業用水道を使用する工場内の使用水量の増減を調整す
るための水槽に限り、木製のものを除く。

工業用水道から供給される水を通風等により冷却するもの
に限り､木製のものを除く。

工業用水道から供給される水を湿球温度以下に冷水するた
めに設ける冷凍機に限る。

工業用水道から供給される水を噴霧等の方法により冷却す
るために使用する池であって､コンクリート製または鉄製に限
る 。

受(着)水槽または貯水槽から配管系統に圧水するためのポ
ンプに限る。

工業用水道から供給される水の水質を改良するためのろ過
装置に限る。

工業用水道から供給される水の水質を改良するための沈で
ん装置に限る。
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？貸付対象施設

？貸付条件

イ貸付限度

・直接貸付けのとき(設備資金合計)六､○○○万円以下。
・代理貸付けのとき(設備資金合計)二､○○○万円以下。

なお､最低貸付額は特別の場合を除き－件五○万円以上である。
ロ返済期間

二年以内据置き十年以内で六カ月以内の割賦償還

ハ利率

当初三年間年六・五％､四年目以降年七％(基準金利(年八・二％)の利息を

－部免除する｡）
二保証人および担保

・保証人:借主と連帯して債務を負担する保証人(原則として－名以上)なお､代理
貸付けの場合には信用保証協会による保証も利用できる。

・担保:物的担保ただし､貸付額が二○○万円以下の場合は､担保を免ずること
ができる。

二工業用水の転換設備に係る税制上の優遇措置

（１）特別償却制度

工場の機械､建物または構築物等については､大蔵省令の耐用年数表によってそ
の機械または構築物別にそれぞれ耐用年数が決められており、毎年定額または定率で

償却されるが､これを特別に早く償却できるように税法上の特例を設けたものが､特別

償却制度である。

？対象機械その他の設備

イ機械その他の設備の種類

大蔵省告示に基づき､特別償却制度の対象となる機械その他の設備の種類は
第一表のとおりである。
(第一表）
Ｆ￣￣ 

http://www・envgoJp/hourei/syousai､php?id=9000004 2007/１２/1８ 

E設名 要乍 ■。

(工業用水道等への転
換施設）

用水管 工業用水道(水道を含む｡以下同じ｡)の受水および工場内
配水の用に供する管(木製のものを除く｡）

受(着)水槽 工業用水道と工場内配管系統との間に設ける受(着)水槽
(木製のものを除く｡）

工業用。
るためのう

(道を使用する工場内の使用水量の増減を調整す
〈槽(木製のものを除く｡）

■ 

■■ 

に

二業用水道から供給される水を通風等により冷却するもの
良る ０ 

冷却塔

冷凍機 工業斥

め仁設Ｉ

水道から供給される水を湿球温度以下に冷却するた
卜る冷凍機に限る。

冷水池 工業用水道から供給される水を噴霧等の方法により冷却す
るために使用する池であって､コンクリート製または鉄製のも
のに限る。

ポンプ 受(着)水槽または貯水槽から配管系統に圧水するためのポ
ンプに限る。

ろ過装置 工業）

装置に

沈でん装置

ﾖ水道から供給される水の水質を改良するためのろ過
浸る．
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里の花UDI二I更FＨするも０Ｉ士:､Ⅷ

のものを除く

ただし､冷却設備は用水を冷却する冷却塔､冷凍機等に限られており､用水源
の転換のために水以外のものを冷却するための設備を改造した場合には適用されな
い｡また､汎用モーターなど､用水関係以外にも使用されている機械その他の設備は除
かれる。

ロ地下水からの転換用の機械その他の設備

第一表に記された機械､その他の設備のうち､特別償却制度の適用対象となる
のは､工業用水法の指定地域内で地下水から工業用水道水または上水道水への転換
のために特に必要として設置した機械その他の設備である｡したがって､用水管､貯水
槽その他の用水処理のための機械設備であっても､地下水から工業用水道水や上水
道水に転換するために特に必要となったものでなく､地下水を使っていても必要な機械
設備あるいは従来から工業用水道水などを使うために必要であった機械､設備には適
用されない．

なお､これまで地下水を使用していたものを工業用水道水や上水道水に転換す
る場合には､工場の内部で用水を循環使用する場合もあるが､これが地下水から工業
用水道水等への転換の一部である時は､循環使用に必要な機械その他の設備も特別
償却制度の対象となりうるものである｡

例えば､これまで地下水を一日一、○○○トン使用していた工場で､工業用水
道水に転換する場合に工業用水道水の購入は－曰五○○トンにとどめ､一度使用した
用水を循環使用することにより、以前の地下水一､○○○トンを使用していた場合と同じ
だけの生産を行なうことにしたとすると､地下水の代わりに五○○トンの工業用水道水を
購入して使用するための貯水槽､用水管､冷却設備または水質処理施設が必要なほか
(これらは当然特別償却の対象となる｡)循環使用するために必要となる他の用水管､貯

水槽､冷却設備または水質処理のための施設は､特別償却の対象となる｡(ただし､工
業用として再使用しない水の処理もしくは貯水のための施設または排水管は対象となら
ない。

地下水を地表水(河川水等)､工業用水法の基準に適合している井戸もしくは法
の対象外の井戸の水に転換するための機械設備またはこれらの水の循環使用のため

の設備は特別償却の対象とはならない｡また地下水の使用に代えて使用する空冷式の
機械なども対象とはならない。

すなわち、あくまでも工業用水もしくは上水道水またはこれらの循環使用するた

めの機械設備に限られているわけである。

？適用期間

当該施設等を設置する地域につき工業用水法施行規則第四条の二の規則によ
り定められた曰(大蔵省告示にいう｢給水開始曰｣)から同日以後二年を経過する曰まで
の間に事業の用に供したものであること。したがって､取得の時期がこの期間以前であ

っても､事業の用に供した時期がこの期間内であれば本制度の対象となり、この二年間
以前に既に事業の用に供したものについては適用されない。
（２）固定資産税の非課税措置

この措置は､工業用水法第三条第一項に規定する指定地域内で同法第六条第二
項および同条第五項ならびに附則第四項の規定により、許可基準に適合しない井戸に
代えて､工業用水道事業法第二条第三項のエ業用水道等によって供給される水を事
業の用に供するために新設した機械その他の設備で､昭和三十九年四月一日から昭和
四十八年三月三十一曰までの間に取得されたもののうち、租税特別措置法第十一条第

一項(個人の場合の合理化機械等の特別償却)または第四十三条第一項(法人の場合
の合理化機械等の特別償却)の規定により特別償却の適用を受けるものについて､固

2007/１２/1８ http://www・envgojp/hourei/syousai・php?id=9000004

機械および装
置

ポンプ又は用水管用弁開閉装置(これらに付属する電動機､自動調整
装置､その他の機械及び装置を含む｡）
水質処理装置(これらに附属する自動調整装置を含む｡）

構築物 槽又は池のうち､貯水､冷却又は水質処理のために使用するもの。
用水管

冷却塔(木造のものを除く｡）
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定資産税を非課税とするものである。

対象となる施設の範囲等は､おおむね次のとおりで､その細部は､地方税法施行
規則第十条の六によって定められている。

？構築物
（イ）槽又は池のうち､貯水､冷却又は水質処理のために使用するもの
（ロ）用水管

（ハ）冷却塔(木造のものを除く｡）

？機械及び装置
（ｲ）ポンプ又は用水管用弁開閉装置(これらに付属する電動機､自動調整装置そ

の他の機械および装置を含む｡）

（ロ）冷却装置(これに付属する自動調整装置その他の機械および装置を含む｡）
（ハ）水質処理装置(これに付属する自動調整装置その他の機械および装置を含

む｡）
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